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１．労働化学物質の安全性確保について

届 出

名称公表

有害性調査(事業者)

有害性調査(国)

健康障害防止の
技術指針の発出

健康障害防止の
技術指針の発出

ＭＳＤＳ・表示の
義務付け

既存化学物質

新規化学物質

動物に発がん性
が確認されたもの

ヒトへの有害性
があるもの

リスクが高いと
判断されたもの

特別管理規則に
基づく取扱等

リスク評価(国)

強い変異原性

のあるもの

学識者

の意見

聴取



製造
禁止

特別管理規則に
基づく取扱等

製造許可

MSDS制度※

に基づく
自主管理

危険、有害性の→
調査（事業者）

一般的健康障害防止措置

ヒトへの有害性
が認められるもの

動物に対する発がん性
があるもの

強い変異原性
のあるもの

新規化学物質の届出

※MSDS制度・・・化学物質の危険・有害性情報の提供制度

リスク評価→規
制
の
程
度

強

（参考）化学物質の安全性対策

国による健康障害防止のため
技術指針 （通達） の発出及び

これに基づく管理

国による技術上の指針（公示）の
発出及びこれに基づく管理

労働者に重度の健康障害が生ず
るもの（石綿等8物質）

労働者に重度の健康障害が生ずるおそれのあるもの
（ジクロルベンジジン及びその塩等7物質）

労働者に健康障害が生ずるおそれ
のあるもの（109物質）

危険、 →
有害性
の調査
（国） →

労働者に危険若しくは健康障害が
生ずるおそれのあるもの（640物質）

弱



有
害
物
ば
く
露
作
業
報
告

（
安
規
第
95
条
の
6
）

国
に
よ
る
リ
ス
ク
評
価

２．国による化学物質のリスク評価とそれに基づく措置

物
質
を
評
価
対
象
物
と
し
て
選
定

国
際
機
関
で
発
が
ん
等
が
指
摘
さ
れ
る

○ 有害物ばく露作業報告制度の創設（18年1月）
○ 化学物質の有害性情報及びばく露情報をもとに、リスクを評価
○ リスクが高いものについて、必要な規制を実施

有
害
性
情
報

特別規則等による規制の導入

○ 特化第２類物質に指定された
場合の措置例

 作業主任者の選任

 密閉化、局所排気装置等の設置、設
置計画の届出

 作業環境測定の実施（管理濃度）

 大量漏洩防止

 特定業務従事者健康診断の実施

 記録の保存（作業環境測定、健康診
断、作業記録）

リ
ス
ク
が
高
い
も
の



○ 平成19年12月改正

ホルムアルデヒド、１，３-ブタジエン及び

硫酸ジエチルの規制措置の強化

○ 平成20年11月改正

ニッケル化合物、砒素及びその化合物

の規制措置の強化

主要な措置

・ 容器等への表示

・ 発散抑制措置等

・ 漏えい防止のための措置等

・ 作業主任者

・ 作業環境測定

・ 健康診断

・ その他の措置

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/index.html

（参考）健康障害防止措置の導入状況

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/index.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/�
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei20/�


３．今後のリスク評価対象物質の選定について

（１）対象物質の選定手順の明確化
国のリスク評価については、リスク低減

措置（規制措置等）につながるため、その
対象物質の選定手順を明確化。

２２年度に「有害物ばく露作業報告」を
求める物質については公開の検討会*で
選定。
＊「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」

（学識者、労働者・事業者の代表から構成）

（２）選定手順
国の検討会において、２２年度の有害物

ばく露作業報告を求める化学物質を選定。

（３）選定スケジュール
９月 物質の選定作業を実施。

１２月 対象物質の指定公示の発出
・ 「労働者の有害物によるばく露評価
ガイドライン」に沿って報告を要請。

８月 対象化学物質候補の募集

９月 対象物質の選定基準の策定

報告対象物質の選定手順

９月中旬 対象化学物質の選定

１２月 対象物質の指定公示の発出

２２年１～１２月 報告対象期間

２３年１～３月 報告期間

・パブリックコメント
・検討会メンバーからの意見募集

（行政手続き）

・企画検討会



一次と二次評価値の間の
ばく露濃度

有害性情報の収集

リスクの判定

問題となるリスク
を確認（詳細評価
へ移行）

リスクは低い
（自主的対策の

維持）

有害物ばく露作業報告

有害性情報の
追加収集

リスクの高い作業
についてリスク
低減措置を検討

自主的対策
実施の指導

リスクレベル
の比較

初期リスク評価 詳細リスク評価

ばく露実態調査
ばく露実態の把握、ばく露
濃度の算定。

統計的解析手法の導入
による最大値の推定。

有害性評価書の作成

ばく露限界値の算定（①
一次評価値、② 二次評
価値）

一次評価値以下
のばく露濃度

現時点でリスクは
高くない（引続き
適切に管理）

ばく露実態調査追加実施

［追加調査対象］
ばく露が高いと推定される作

業、少量取扱作業等

二次評価値を超え
るばく露濃度

ばく露が無いと推
定される作業の特
定（モデル活用）

要因
解析

要因
解析

当該事業場の
問題を明確化し、
指導・監督に活用

二次評価値を超える
ばく露濃度

二次評価値以下
のばく露濃度

特定事業
場の問題

特定事業
場の問題

工程に
共通の
問題

工程に
共通の
問題

４．ばく露評価ガイドライン案の概要について

○ ２段階リスク評価方式の導入（ばく露作業の詳細な分析の実施）
○ 統計的解析手法の導入（サンプル調査に基づくばく露評価の改善）
○ ばく露要因の解析スキームの整理

※ 本ガイドラインは本年７月、国の検討会においてとりまとめられ、８月～９月パブリックコメントを実施予定。



（新たなばく露評価の流れ）

（１）有害物ばく露作業報告
① リスク評価対象物質について、使用動向の報告

からばく露によるリスクが高いと推定され作業を
把握。

② 対象事業場を選定して、対象ばく露作業の実態
等について把握。

（２）ばく露実態調査（測定等）の実施
選定事業場において、ばく露作業に関して以下

の事項について調査を実施。
・ 作業実態、換気設備等の関連情報の把握
・ 個人ばく露測定の実施
・ 作業環境測定、スポット測定の実施

（３）濃度値の算定
① ばく露濃度値（ＴＷＡ）の算定
② ばく露推定モデルを用いたばく露濃度の推定

（２）今後のばく露調査の手順

対象化学物質の使用動向の報告

作業実態の報告

有害物ばく露作業報告

ばく露が高いと推定される
事業場選定

作業の分析
・モデルの活
用等による
ばく露レベル
の推定

濃度の実測
・個人ばく露測
定、Ａ測定、
スポット測定
等の実施

作業実態の調査（事前調査）

ばく露実態調査

ばく露評価結果のとりまとめ
・濃度値の算出（ＴＷＡ等）
・モデルによる評価の結果

・経皮ばく露の評価



（参考）報告見直しのポイント

（１）継続報告への移行
今後のリスク評価の対象として、３～５年

程度継続して報告を求める。

（２）報告対象事業場の絞り込み
２段階の報告スキームに移行し、１次報

告では、対象物質を扱う事業者に対し、広
く報告を求め、ばく露レベルが高い作業及
び特殊な作業を選び、詳細報告を求める。
対象事業場、作業等の選定においては、

ばく露推定モデルを活用する。

（３）報告項目の見直し
１次報告では、報告作業負担に配慮し、
対象物質の使用動向等に絞り込み、報告
を求める。
２次報告においては、作業実態等さらに

詳細な報告を求める。

対象化学物質の使用動向の報告

作業実態の報告

ばく露が高いと推定される
事業場選定

ばく露実態調査の実施

・コントロール・バンディング手法を用
いたばく、追加報告対象事業場の
絞込み。
（統計的サンプル数の確保）。

有害物ばく露作業報告

・活用可能なばく露推定モデルを用
いた調査対象象事業場の絞り込み
（統計的サンプル数の確保）。



（３）その他の見直し（見直しのポイント）

（１）２段階リスク評価の実施
高いばく露が確認された物質等について、

より、適切なリスク低減措置（規制措置等）
の導入を進めるため、初期リスク評価、詳
細リスク評価の２段階の評価スキームに
移行。

（２）追加調査の実施
２段階のスキームでは、初期リスク評価

において、詳細リスク評価におけるばく露
実態調査の対象、調査内容を示した評価
方針を策定。
当該方針を踏まえ、関係業界、関係省と

の協力・連携の下で、追加調査を進める。

（３）要因解析手順の透明化
詳細リスク評価において、高いばく露が
確認された場合において、当該ばく露要因
の解析手順を明確化。
当該手順に従って、リスクの低減措置の

考え方をとりまとめる。

リスク低減措
置の導入を

検討

（詳細）
ＴWAの最大値
＞２次評価値

（詳細）
ＴWAの最大値≦
２次評価値

リスク低減措
置の要否を

検討

詳細リスク評価
（２次）

要因解析 要因解析

当該事業場の
問題の明確化
（指導・監督）

特定事
業場の
問題

特定事
業場の
問題

工程に
共通の
問題

工程に
共通の
問題

要因解析の手順



１０．まとめ

 労働化学物質の安全性確保のため、平成１８年度に既存化
学物質のリスク評価を開始。

 リスクが高いと判定された物質については、労働安全衛生法
に基づき、健康障害防止措置を導入。
・ホルムアルデヒド、ニッケル化合物、砒素及びその化合物等

 リスク評価対象物質の選定手続きの透明化を図るため、本
年度より、リスク評価を実施すべき物質等についてパブリッ
クコメントを実施予定（本年８～９月）。

 ばく露評価の精密化、手続きの透明化のため、本年７月、ば
く露評価ガイドラインを策定（本年８～９月にパブリックコメン
トを実施予定）。今後は当該ガイドラインに沿った評価を推進。



（参考）リスク評価のフロー図

［ばく露評価］

対象化学物質の使用動向の報告

ばく露評価結果のとりまとめ
・濃度値の算出（ＴＷＡ等）
・モデルによる評価の結果
・経皮ばく露の評価

作業内容の分析
・モデルの活用等に
よるばく露レベル
の推定

ＴＷＡ：8時間加重平均濃度

［有害性評価］
有害性情報の収集

有

不明 がん原性試験による
無毒性量（NOAEL）の

有無を確認

1次評価

（初期）
ＴＷＡの最大値
＞１次評価値

（初期）
TWA の最大値≦1次評価値

否

可

ユニットリスクから
がんの過剰発生率の算定の

可否の確認ＲＬ(10－４)

有収集情報から
発がん性の閾値の

有無を確認

無

リスク低減措置の
導入を検討

（詳細）
ＴWAの最大値
＞２次評価値

（初期・詳細）
ＴWAの最大値≦２次評価値

リスク低減措置の
要否を検討

作業実態の報告

濃度の実測
・個人ばく露測定、
Ａ測定、スポット
測定等の実施

無

現時点でリスクは
低い

２次評価

ばく露が高いと推定さ
れる事業場選定（モデ

ルの活用）

作業実態の調査（事前調査）

有害物ばく露作業報告

ばく露実態調査

（初期）
ＴWAの最悪値
＞２次評価値

追加調査事業場の
選定（関係業界の協
力を要請）

閾値のない
発がんの有無

有

無

要因解析 要因解析

当該事業場の問題
の明確化

（指導・監督）

特定事業
場の問題

特定事業
場の問題

工程に共
通の問題 工程に共

通の問題

・ＧＨＳ等
・量－反応関係
・国内外のばく露限界値

［２次評価方法］
・国内外の濃度
基準、参考値
をもとに算定し
た２次評価値
とＴＷＡとの比
較

［１次評価方法］
・ＴＷＡとRL(10-４)
ＴＬＶとの比較

初期リスク評価のフロー

詳細リスク評価のフロー

追加情報の収集
試験の実施



ご清聴有り難うございました。
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